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令和５年度特定健康診査について（お知らせ） 

 

このことについて、別添「特定健康診査受診券」を送付しますので、下記事項に留意の上、受

診されますようお願いいたします。 

なお、パート勤務等により事業所健診を受診する方は、今回の健診は受診不要ですが、事業所

健診の結果（写）を当支部事務局まで御提出くださいますよう御協力をお願いいたします（御協

力いただいた方には、お礼としてＱＵＯカード（５００円）を差し上げております。また、健診

結果につきましては、裏面の項目が全て記載された健診結果を御提出いただくようお願いいたし

ます。）。 

※本件は、宮城県総務部職員厚生課ホームページにも掲載しております。 

（http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/syokuin/tokutei.html） 

 

記 

１ 実施内容 

  別紙「特定健康診査・特定保健指導について」をご覧ください。 

２ 受診方法 

  次のいずれかの方法で受診ください。 

  ①お住まいの市町村が実施する集団健診 

   実施日程は市町村が発行する広報誌等で御確認ください。 

  ②お近くの病院又は健診機関等 

当支部が発行する受診券が利用できない場合がありますので、受診する際は、必ず事前

に受診先へ連絡し御確認の上、予約をしてください。 

３ 自己負担 

   無 料 ※健診費用約 8，000 円は地共済が負担します。特定健康診査の受診項目以外

（各種がん健診等）については、自己負担が発生します。 

４ 特定健康診査実施機関情報 

  実施機関情報は、宮城県総務部職員厚生課ホームページ及び宮城県保険者協議会のホームペ

ージに掲載しております。 

①宮城県総務部職員厚生課（http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/syokuin/tokutei.html） 

②宮城県保険者協議会（https://www.miyagi-kokuho.or.jp/kyougikai/index.html） 

  また、電話での御照会も受付けしております。（０２２－２１１－２２４８） 

５ 受診期限 

  特定健康診査受診券の有効期限は、令和５年１２月３１日ですので、期限内に受診してくだ

さい。 

  なお、有効期限内であっても、健診が終了する実施機関がありますので御注意ください。 

６ 受診に当たっての留意事項 

  ①受診に際しては、「特定健康診査受診券」「組合員証又は被扶養者証（保険証）」を必ず持

参し、受付で提示してください。これらを持参しないと健診を受診できません。 

  ②受診の際は、空腹時血糖の検査をしますので、食事は取らないでください。 

③有効期間内でも組合員資格を喪失した場合には受診券を利用できません。 
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上記以外にも、医師の判断により、詳細な検査（貧血、眼底、心電図、血清クレアチニン）が実施されることがあります。 

基本的な検査項目 

特 
 

定 
 

健 
 

康 
 

診 
 

査 

身体測定 身長、体重、腹囲、ＢＭＩ 

血圧 収縮期血圧、拡張期血圧 

血中脂質検査 中性脂肪、ＨＤＬｺﾚｽﾃﾛｰﾙ、ＬＤＬｺﾚｽﾃﾛｰﾙ 

肝機能検査 ＡＳＴ（GOT）、ＡＬＴ（GPT）、γ－ＧＴ（γ-GTP） 

血糖検査 空腹時血糖、HbＡ１ｃ 

尿検査 糖、蛋白 

既往歴の有無（具体的な既往歴） 

自覚症状の有無（自覚症状所見） 

他覚症状の有無（他覚所見） 

服薬（血圧）の有無 

服薬（血糖）の有無 

服薬（脂質）の有無 

喫煙の有無 


